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（単位：円）

科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額

（　資　産　の　部　） 　（　負　債　の　部　）　 ( 13,162,665,112 )

  　流　動　資　産 41,710,151,269   流　動　負　債 12,114,519,834

現 金 及 び 預 金 46,221,404 3,142,676,244

完 成 工 事 未 収 入 金 2,759,560,167 1,092,132,773

販 売 用 不 動 産 377,461,522 1,870,843,666

未 成 工 事 支 出 金 1,207,534,376 4,597,086,621

前 払 費 用 72,066,049 100,428,000

未 収 入 金 27,495,214 236,162,200

短 期 貸 付 金 36,749,228,599 4,053,330

立 替 金 412,260,428 837,716,000

そ の 他 88,658,531 233,421,000

貸 倒 引 当 金 △ 30,335,021

　  固　定　資　産 1,581,161,351   固　定　負　債 1,048,145,278

 有　形　固　定　資　産 328,649,567 783,644,895

建 物 281,110,064 264,500,383

工 具 、 器 具 及 び 備 品 47,539,503

 無　形　固　定　資　産 15,029,942 　（　純 資 産 の 部　）　 ( 30,128,647,508 )

ソ フ ト ウ ェ ア 4,174,918

そ の 他 10,855,024 　株　主　資　本 30,128,647,508

 投 資 そ の 他 の 資 産 1,237,481,842 　 資　　本　　金 250,000,000

長 期 前 払 費 用 25,000

差 入 保 証 金 433,167,939 　 利 益 剰 余 金 29,878,647,508

繰 延 税 金 資 産 804,288,903 62,500,000

29,816,147,508

別 途 積 立 金 26,300,000,000

繰 越 利 益 剰 余 金 3,516,147,508

[ う ち 当 期 純 利 益 ] [ 2,974,762,791 ]

43,291,312,620 43,291,312,620

預 り 保 証 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

未 払 費 用

資　産　合　計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

 貸　 借　 対　 照　 表 

（２０２１年３月３１日現在）

旭化成リフォーム株式会社

工 事 未 払 金

未 払 金

未 成 工 事 受 入 金

未 払 消 費 税 等

未 払 住 民 税 及 び 事 業 税

預 り 金

賞 与 引 当 金

製 品 保 証 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産、未成工事支出金 ･･････ 個別法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　　　　　･･････建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した
　　　　　　　　　　　　建物附属設備及び構築物は定額法
　　　　　　　　　･･････その他の有形固定資産は定率法

（２）無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　　　　　･･････ 定額法

（３）リース資産　･･････ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
 　　　　　　　　　　　　　なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ
 　　　　　　　　　　　　イナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リ
 　　　　　　　　　　　　ース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、
 　　　　　　　　　　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金 ･･････ 債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率によ
  　　　　　　　　　　　り、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収
  　　　　　　　　　　　不能見込額を計上している。

（２）賞与引当金 ･･････ 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給対象期間に対応する支給見込
　　　　　　　　　　　　額を計上している。

（３）製品保証引当金 ･･････ 完成工事について無償で行う補修費用の支出に備えるため、完成工事高に
  　　　　　　　　　　　　　対する将来の補償見込額を計上している。

（４）退職給付引当金･･････従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
　　　　　　　　　　　　　年金資産の見込額に基づき計上している。
　　　　　　　　　　　　　①退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　　　　　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
　　　　　　　　　　　　　帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
　　　　　　　　　　　　　②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　　　　　　　　　　　　　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（15年）による定額法により費用処理している。
　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
　　　　　　　　　　　　　間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発
　　　　　　　　　　　　　生の翌事業年度から費用処理している。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（１）消費税等の会計処理方法
　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

（２）連結納税制度の適用
　　　連結納税制度を適用している。

（３）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　　　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ
　　　通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
　　　については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
　　　い」（実務対応報告第39号）第3項の取扱いにより、税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業
　　　会計基準適用指針28号）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、
　　　改正前の税法の規定に基づいている。



（会計上の見積りに関する注記）

  従来、退職給付債務の計算方法について、簡便法を採用していたが、以下の理由により、当該事業年度末
より原則法に変更した。
 ・直雇社員数が300名を超えており、退職給付に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第25号）
   47頁の小規模企業等における簡便法の適用範囲である従業員数300名を常態的に超えることとなったため。
この変更に伴い、簡便法と原則法により算定した退職給付債務の差額169百万円を販売費及び一般管理費に
計上している。
 

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当該事業年度の末日における発行済株式の総数
　　普通株式 500,000株

２．当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
　　2020年6月17日開催の株主総会において、次のとおり決議している。
　　普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 2,405百万円
（ロ）配当の原資 利益剰余金
（ハ）１株当たり配当額 4,810円
（ニ）基準日 2020年3月31日
（ホ）効力発生日 2020年6月17日

３．当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
　　2021年6月17日開催予定の株主総会において、次のとおり決議を予定している。
　　普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 1,487百万円
（ロ）配当の原資 利益剰余金
（ハ）１株当たり配当額 2,974円
（ニ）基準日 2021年3月31日
（ホ）効力発生日 2021年6月17日


